
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八
一

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

八
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

八
一

○
土
地
改
良
区
の
解
散
を
認
可
し
た
件

八
一

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

八
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

八
二

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

八
二

○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
す
る
件

八
二

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八
三

正

誤

○
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
付
け
定
例
第
二
千
二
百
九
十
六
号
中

八
四

○
平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
付
け
定
例
第
二
千
五
百
六
十
四
号
中

八
四

規

則

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
八
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
納
総
務
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
八
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
六
年
二
月
十
二
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大

福
島
市
光
が
丘
一

平
成
二
九
年
二
月
一
一
日

学
附
属
病
院

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光

部
商
工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

郡
山
駅
東
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
郡
山
市
向
河
原
百
六
十
三
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
三
和
土

地
改
良
区
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
区
の
解
散
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
認
可
し

た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）
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福
島
県
告
示
第
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
相
馬

相
馬
市
黒
木
字
御
門
一
〇

変
更
前

Ａ

五
・
五
〜

一
、
九
九
六
・
一

大
内
線

三
番
一
地
先
か
ら

一
三
・
三

同

市
初
野
字
金
谷
内
九

Ｂ

一
四
・
〇
〜

二
、
二
四
〇
・
〇

四
番
二
地
先
ま
で

四
六
・
〇

変
更
後

Ａ

五
・
五
〜

一
、
九
九
六
・
一

一
三
・
三

Ｂ

一
四
・
〇
〜

二
、
二
四
〇
・
〇

三
一
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
相
馬
大
内
線

相
馬
市
黒
木
字
御
門
一
〇
三
番
一
地
先

平
成
二
六
年
二
月
二
二
日

か
ら

同

市
初
野
字
金
谷
内
九
四
番
二
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
六
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日

二

名
称

（
変
更
前
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｃ
Ｒ
Ｍ
Ｓ
市
民
放
射
能
測
定
所
福
島

（
変
更
後
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
く
し
ま
３
０
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

阿
部

浩
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
置
賜
町
八
番
八
号
パ
セ
ナ
カ
Ｍ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
一
Ｆ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
放
射
能
飛
散
に
伴
う
健
康
被

害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
の
放
射
能
汚
染
の
検
査
体
制
を
確
立
・
整
備
す
る
と
と
も
に
、
各

地
で
放
射
能
防
護
に
関
す
る
団
体
と
協
力
す
る
こ
と
で
、
放
射
線
防
護
に
関
し
て
「
自
ら
測
り
、
自

ら
考
え
、
自
ら
判
断
」
す
る
社
会
基
盤
つ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。（

文
化
振
興
課
）

公
告
第
六
十
四
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
復
興
整
備
計
画
に
い
わ
き
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
い
わ
き
都
市
計
画
に
定

め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称

１

種
類

い
わ
き
都
市
計
画
道
路

２

名
称

一
・
五
・
一
号
小
名
浜
道
路

三
・
五
・
四
号
勿
来
常
磐
線

二

新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
泉
町
下
川
の
う
ち

字
大
剣
、
字
境
ノ
町
及
び
字
萱
手
の
各
一
部
の
区
域

い
わ
き
市
泉
町
黒
須
野
の
う
ち
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字
江
越
及
び
字
砂
利
の
各
一
部
の
区
域

い
わ
き
市
泉
町
の
う
ち

字
滝
ノ
沢
及
び
字
一
町
田
の
各
一
部
の
区
域

い
わ
き
市
添
野
町
の
う
ち

猿
田
、
大
町
、
古
防
、
欠
下
、
兼
谷
沢
、
頭
巾
平
及
び
長
沢
の
各
一
部
の
区
域

い
わ
き
市
石
塚
町
の
う
ち

飯
塚
及
び
餅
田
の
各
一
部
の
区
域

い
わ
き
市
江
畑
町
の
う
ち

平
前
及
び
堀
ノ
内
の
各
一
部
の
区
域

い
わ
き
市
高
倉
町
の
う
ち

田
ノ
作
、
札
場
及
び
堤
ノ
上
の
各
一
部
の
区
域

い
わ
き
市
山
田
町
の
う
ち

和
久
、
塙
、
砂
方
、
片
岸
、
窪
根
、
壱
丁
田
、
釜
谷
及
び
長
沢
の
各
一
部
の
区
域

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画

課
２

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で

四

そ
の
他

い
わ
き
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
い
わ
き
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
い
わ
き
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
一
福
島
県
立
福
島
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「
一
二
〇
人
」
を
「
八
〇
人
」
に
、

国
際
経

「

済
科

八
〇
人

を

国
際
経
済
科

四
〇
人

に
、
「
一
六
〇
人
」
を
「
八

」

」

「

「

八
〇
人

一
六
〇
人

〇
人
」
に
、

八
〇
人

を

一
六
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
保
原
高

八
〇
人

一
六
〇
人

」

」

等
学
校
の
項
中
「
七
二
〇
人
」
を
「
六
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
東
高
等
学
校
の
項
中

「
九
二
〇
人
」
を
「
八
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「
八
〇
人
」

を
「
四
〇
人
」
に
、
「
二
八
〇
人
」
を
「
三
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
高
等
学
校
の
項

中
「
二
〇
〇
人
」
を
「
一
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
須
賀
川
高
等
学
校
の
項
中
「
六
八
〇
人
」

を
「
六
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
長
沼
高
等
学
校
の
項
中
「
二
八
〇
人
」
を
「
二
四
〇
人
」

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
塙
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
二
〇
〇
人
」
を
「
一
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表

福
島
県
立
修
明
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
野
高

等
学
校
の
項
中
「
四
四
〇
人
」
を
「
四
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
東
高
等
学
校
の
項

中
「
四
四
〇
人
」
を
「
四
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等
学
校
の
項
中
「
八
〇

「

八
〇
人

人
」
を
「
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
平
商
業
高
等
学
校
の
項
中

を

一
六
〇
人

」

「

「

「

四
〇
人

一
六
〇
人

八
〇
人

に
、

を

に
改
め
、
同
表

二
〇
〇
人

八
〇
人

一
六
〇
人

」

」

」

福
島
県
立
小
名
浜
高
等
学
校
の
項
中
「
三
二
〇
人
」
を
「
二
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
好
間

高
等
学
校
の
項
中
「
三
二
〇
人
」
を
「
二
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
双
葉
高
等
学
校
の
項
中

「
二
四
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
浪
江
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を

「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
富
岡
高
等
学
校
の
項
中
「
二
八
〇
人
」
を
「
二
四
〇
人
」
に

改
め
、
同
表
福
島
県
立
双
葉
翔
陽
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表

福
島
県
立
相
馬
高
等
学
校
の
項
中
「
五
二
〇
人
」
を
「
四
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
相
馬
東

高
等
学
校
の
項
中
「
五
六
〇
人
」
を
「
五
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
原
町
高
等
学
校
の
項
中
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「
六
〇
〇
人
」
を
「
五
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
高
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「
八
〇
人
」

を
「
四
〇
人
」
に
、
「
四
〇
人
」
を
「
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
高
工
業
高
等
学
校
の
項

中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
、
「
八
〇
人
」
を
「
四
〇
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
付
け
定
例
第
二
千
二
百
九
十
六
号
中

二
三
九

下

後
ろ
か

一
四
・
〇
〜

一
二
・
〇
〜

ら
一
一

四
六
・
〇

一
五
・
〇

○
平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
付
け
定
例
第
二
千
五
百
六
十
四
号
中

六
三

上

六

平
成
二
四
年
四
月
一
日

平
成
二
四
年
四
一
日


